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●抽出案件（鹿ノ台配水場整備工事：一般競争入
札：浄水場発注）について

３－（２）　抽出案件の参加資格設定理由及び業者
の選定理由について

各抽出案件について、各担当課から工事概要を説
明し、一般競争入札における参加資格設定理由及
び選定理由を事務局から説明しました。また、随意
契約分については、担当課から業務概要及び随意
契約理由を説明しました。

予定価格の積算や算定内容が適正かどうかの担保
をどのように確認していますか。

対象業者数が多いのに応札が少ないという場合
は、なぜ応札が少なかったのかということを知る必
要があると思います。業者に協力していただいてア
ンケートをとるなどしてみてはどうですか。入札結果
として応札が少なかった、その要因を発注者として
どう確認するか考えるべきだと思います。

発注件数の多い通常の業務（工事）で参加業者が
少なかった場合は、契約担当課に営業に来ている
業者に事情を聞いてもらうといったようなことはあり
ます。ただ、今回の案件は、水道施設工事で今後も
おそらく１年に１度あるかないかの発注の少ない工
種です。

質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

３－（１）　一般競争入札、指名競争入札及び随意契
約の執行状況について

生駒市入札監視委員会条例第５条第２項により委
員の互選が諮られました。森委員を委員長に推薦
する意見があり、各委員が同意し、森委員が委員長
として選任されました。また、森委員長の指名により
豊永委員が委員長代理として選任されました。

１　辞令の交付について 各委員に生駒市入札監視委員として委嘱状（任期：
平成２４年１１月１日から平成２６年１０月３１日まで）
を交付しました。

２　委員長及び委員長代理の選任について

平成２３年１２月１日から平成２４年５月３１日までに
契約された各方式別の状況について報告をしまし
た。

予定価格１３０万円以上の一般的な工事について
は、完成検査を行っているとともに、設計段階で事
前にチェックをしています。設計担当者以外に担当
課内で検算し、契約検査課でも確認してますので、
直接設計している担当者以外の第三者がチェックし
ていることになっています。

入札参加業者に聞き取りを行います。１者応札に生駒市としてどう対応するかということで
す。市民の目から見ても疑問を生じさせると思いま
す。

対象業者数が８８者あるのに応札業者が１者であっ
たのはどういう理由が考えられますか。特殊な工事
なのですか。

一般的なコンクリート補修や塗装工なので、どこの
業者であっても受注可能であると思います。

競争性が働いておらず、発注者側に要因があるとす
れば改善する必要があると思います。予定価格が
低すぎた、公告から入札までの期間が短すぎた等
は考えられますか。

予定価格に関しては、公共単価を使用して積算して
いますので低いとは考えておりません。応札業者が
少なかった理由として考えられるのは、生駒市で水
道施設工事を発注するのが初めてであったため、公
告を見てもらえなかったという可能性があります。業
者数も多いので、もっと多くの業者に参加してもらえ
ると考えておりました。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

なぜプレハブ倉庫の新設工事を含めて発注したの
ですか。別々に発注することは検討しましたか。

検討しました。プレハブ倉庫の新設については、設
計すると４０万円程になり通常は随意契約範囲内の
金額です。今回は、プレハブ倉庫の新設を含めて入
札した方が金額的にも安くなり、工事の場所が近接
しているため同じ業者が施工する方がメリットがある
と考えました。

別途発注するのか、一体として合算するのかを裁量
的に判断するということですが、問題はありません
か。発注形態は担当課に任せるというのではなく、
チェック機能を働かせ、抽象的なものであっても基
準等を内部的に設けた方が説明責任を果たせると
思います。

現状で問題はないと考えています。ややこしい案件
については事前に相談のあることが多く、担当課に
すべてを任せているということではありません。設計
金額や工事場所など各ケースを総合的に考えて判
断しており、基準を明確にするのは難しいと思いま
す。

各業種の登録業者数はすぐにわかりますが、入札
に参加できる資格として施工実績を求めており、実
際にその入札案件に参加可能な業者数は、全体の
登録業者数よりも減ると思います。各業者に求める
実績は他自治体等も認めているため把握できず、
登録業者数と施工実績等の要件（入札参加資格条
件）を満たして実際に応札可能な業者数には相違
があります。資料は、次回の定例会で提示します。

従来から、参加業者を広く募る、競争性を高めるな
どの入札改革を行ってきましたが、４、５年前に比べ
て応札業者が増えているのか減っているのか、多く
の業者が参加するようになったのかなど参加業者
の推移がわかる資料はありますか。

契約業者はどこの業者ですか。 奈良県五條市に営業所がある県内業者です。

●抽出案件（山田川浄化センター機器修繕工事：一
般競争入札：竜田川浄化センター発注）について

こういうケースの場合、どこまで合算するのか、また
は分割するのかという基準はありますか。

落札率が高い（９５％）のは、この案件はプレハブ倉
庫の新設が含まれるためであると考えています。管
工事で発注しているため、自社ではできないプレハ
ブ倉庫の新設を下請けに出すことを考え、利益率等
で入札金額が高くなったと考えています。

対象業者が１３者で応札が３者というのは少ないと
考えておられますか。

担当課としては、もっと応札が多いと考えておりまし
た。

一般的な工事であると考えられるのに、応札者が少
なく落札率が高いのが気になります。特殊な工事で
すか。同時期に同内容の工事を入札していますが、
そちらは落札率が高くないのはなぜですか。

抽出案件（北大和体育館温水シャワー等設置工事：
一般競争入札：スポーツ振興課発注）について

基準はありません。予算の関係もありますので、契
約検査課では建設業法上で発注工種がおかしくな
いかというチェックは行っていますが、発注形態は
担当課に任せています。また、今回の案件に関して
は、シャワーの内装について建築工事の要素が含
まれているので違和感はありません。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

①この工事を行うには様々な配慮・高度な技術が必
要でリスクが大きいのではないか②予定価格の設
定が低かったのではないかということが考えられま
すがどうですか。

様々なリスクを考えると、現在の運転管理・メンテナ
ンス業務を行っている業者（今回の落札業者）が１
番やりやすいかもしれませんが、この委託業務につ
いては一般競争入札で落札しておりますし、今回の
工事も見積徴取の段階で電圧等が合えばどこの
メーカーでも良いという仕様にしていますので、他者
が入ってくる余地はあると考えております。

各機器の見積金額の最低価格を採用し積算した予
定価格は一番厳しい価格であると考えられると思い
ますが、それよりも１５％ほど低い金額で入札したの
はなぜですか。

積算のための見積と実際の入札金額には差があ
り、積算のための見積の方が高値になるというのは
一般的であると思います。入札で金額を低くしたの
は、同様の工事を同時期に行うなど会社の努力で
あると思います。

現在の運転管理の業者以外でもできる体制やシス
テムが整っている状態ですか。他者も参入できる余
地はありますか。

現在の機器１２個のうち５個が運転管理業者の親会
社製のものですが、見積徴取の段階からどこのメー
カーでも良いという仕様にしており、機械器具設置
工事で登録があり実績のある業者なら施工可能で
す。公正性を保つため、運転管理業者がとりやすい
ような発注はしていません。

対象業者数が１６７者もあるのに、応札業者が１者
であったのはどういう理由が考えられますか。特殊
な工事なのですか。

設計にあたっては、６者から見積を徴取し、各機器
の見積金額のうち平均値を算出し一定の範囲を設
け、その中で最低価格を提示している業者の価格を
採用し積算しています。また、公共単価がなく、積算
のほとんどを見積で行っているため最低制限価格も
設定しておりません。６者から見積を徴取しているた
め応札数も確保できていると考えておりました。た
だ、山田川浄化センターは建設から３５年たってお
り、該当機器を修繕した際に関連する他の機器に支
障をきたす恐れがあることから、他機器のリスク等
を懸念して応札しなかったということは考えられま
す。

この点検業務の前に、当該業者と緊急排水施設設
置工事を地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
５号（緊急の必要により競争入札に付することがで
きないとき）に基づき随意契約をしているということ
ですか。

●抽出案件（松ヶ丘地区内排水施設点検業務：随
意契約：土木課発注）について

ではなぜ１者なのかという問題に戻ります。現在の
運転管理業者の縄張りになっているということです
か。

施設老朽化に伴う他機器へのリスクを懸念したとい
うのが主な理由ではないかと考えております。

建物の基礎工事によって私有地にあった雨水管が
損傷し、その後大雨で浸水しました。二次災害を防
ぐために、応急処置として現在はポンプを入れてい
ます。大雨で浸水した際に、地元要請等もあり緊急
で工事を行う必要があったので、付近で道路改良工
事を施工していた当該業者に緊急排水施設設置工
事を依頼しました。その後、その工事に伴う業務とい
うことで地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６
号（競争入札に付することが不利と認められるため）
に基づき随意契約をしました。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

私有地にあった管ですので、土地の所有者も生駒
市もこの時まで知りませんでした。

随意契約の理由として、入札するより価格的に有利
であるとなっていますが、有利であるのはなぜです
か。随意契約理由書を作成していると思いますが、
そこには理由が詳細に記載されてますか。

随意契約理由書には詳細に記載しています。今回
の業務は打合せ協議や事前調査を省いて設計して
いますので、価格的に有利であることが言えます。
また、（その３）の業務ですでに業者が現場に入って
いますので、後から別の業者が入ると色々と不都合
が生じることも考えられますし、時間もかかることに
なると思います。

（その３）の業務と予定価格がほぼ同額であるのに、
契約方法が入札と随意契約に分かれるというのは
公平性の観点から考えると疑問に思います。

補償調査において、設計の段階ですべてわかって
いるという状態ではありません。調査が始まり、業者
から指摘があって判明することがあります。小規模
であれば変更契約でその分も含めて依頼することに
なり、今回の場合も判明してから業者に依頼しまし
たが、金額的に大きいのでできないということでし
た。打合せ協議を省くことと、（その３）の業務の請負
率をかけた金額ということで了承していただきまし
た。

業務の価格の妥当性はどうですか。

対象業者が４７業者おり、１７者が応札しておりま
す。

調査中に建物が支障となることが判明したためとあ
りますが、予測できなかったことでしょうか。当初安く
契約して後から新たな業務が発生したといって増額
請求する業者もいるかもしれません。

●抽出案件（北田原中学校線物件移転等補償調査
業務（その４）：随意契約：土木課発注）

補償調査業務というのはこんなに高いものなのです
か。

北田原中学校線物件移転等補償調査業務（その３）
は入札を行っていますが、落札結果は。

国の用地対策連絡協議会が出している歩掛を基に
積算しております。

ポンプリース料、機器の設置費、待機に伴う人件費
等が必要で、ポンプリース料は月に２５万円かかり
ます。

今回の業務の前に、北田原中学校線物件移転等補
償調査業務（その３）があります。その調査物件の
中のひとつで、相手方に設計図面をお借りした際
に、建物の基礎が道路の本線にあたっていることが
初めてわかりました。小規模であれば変更契約とな
りますが、今回は金額的にも変更契約の範囲で収
まるものではなかったため新たに契約することにな
りました。

現在のポンプは応急処置ということですが、今後の
予定を教えてください。この状態が続けば当該業者
と随意契約を続けることになります。

現在は設計段階で今年度中に発注する予定をして
おります。

緊急排水施設設置工事の契約金額はいくらです
か。

契約金額は５４３万円です。

埋設管が損壊したというのは、予算の関係等もある
と思いますが、現在まで放置していたということです
か。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

問題がなかったということですが、予定価格等の事
後公表を試行して良かった点はありますか。

現段階では問題なく、良かった点については難しいで
すが、事後公表試行１年目ということで、市内の土木
一式工事や建築一式工事ではまだ試行しておりませ
んので、来年度以降に対する懸念はあります。

①平成２４年度に執行した総合評価落札方式の入
札結果について報告しました。

３－（５）　その他

全者同額で応札すると、技術点の高い業者が落札
するので開札前に結果がわかることになります。同
業種で続けてやるのではなく、別の業種でやった方
がいいと考えています。

入札価格は、全者が低入札調査基準価格の同額
で、技術点の高い業者が落札しています。

内容を確認してから指名停止措置を行うのですか。 県庁から連絡があり、その後インターネットや新聞で
記事を探します。業者からの自主申告もありますし、
内容確認後に指名停止措置を行っています。

労働安全衛生法違反が多いですが、主にどういう事
例になりますか。

次回の委員会で提示します。予定価格等を事前公表している場合はその金額に
合わせて応札がありますが、事後公表になった場
合、確実に積算してくる可能性が高く、ちゃんと積算
していないと落札できなくなるという状況になり、逆
にその点が応札者数に影響を及ぼすのではないか
と懸念されていました。しかし、きちんと積算している
業者が落札する確率が上がるのは良いことで、応
札者数も減っているわけではないので試行段階とし
てはうまくいっているという理解をしています。引き
続き試行を続けることになりますが、数字だけでは
わからない、受注者側がどう思っているかなどの業
者の声を聞きたいと思いますので、聞き取りなどを
行っていただきたい。

３－（４）　予定価格等の事後公表の試行状況につ
いて

平成２４年６月１日から試行している予定価格等事
後公表の状況について報告しました。

不要な業務について増額請求するような悪徳業者
は排除できますか。

私有地の物件は、設計図面を見なければ建物の基
礎まで把握できません。新たに発生した業務につい
て、一般的には変更契約で対応できますが、今回は
金額的にふさわしくないということであり、非常にめ
ずらしいことです。不要な業務については指摘して
います。

作業員の重傷・死亡事故が多いです。

３－（３）　指名停止措置の運用状況について 平成２３年１２月１日から平成２４年５月３１日までの
指名停止措置を行った状況について報告しました。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

市長の指示どおり、当面は下水道管渠設計業務の
入札については最低制限価格を設定せず、応札状
況に注意するようにしてください。

入札価格の１番低い業者ではなく、技術点の高い業
者が落札した案件の差額を知りたい。総合評価落
札方式をしたために金額的に高い契約をすることに
なった場合、技術評価点が影響していることになり
ますが、その技術点において何が良かったのかを
わかりやすく説明できなければなりません。

その点は非常に難しいです。今回のケースについて
は、全者同額でしたのでその差額はゼロとなります
が、過去にそういったケースもありましたので、次回
の委員会で報告させていただきます。

４　案件抽出委員（当番委員）の指名について 生駒市入札監視委員会運営要領第３条第１項第２
号に基づき、豊永委員長代理に決定しました。

総合評価落札方式について、国レベルと一般の市
町村で同じように行うのはやはり難しいと感じていま
す。一般的な工事では技術点の差がなかなか出ま
せんが、特殊な案件については総合評価落札方式
でも良いと考えています。総合評価落札方式の落札
率は通常の事後審査型の入札よりも３％ほど高く
なっていますが、低入札価格調査価格で全者同額
で応札した場合は落札率は変わらないと思います。
工事成績についても、総合評価落札方式の方が３
点ほど高くなっていますが、工事の選定や今後の方
向性については、これらの点を踏まえて判断してい
く必要があると考えています。

②下水道管渠設計業務（建設コンサルタントＡ級）の
応札状況について報告しました。県内本店支店で５
０者程の対象業者があり、平成２１年度の最低制限
価格制度の試行から通常２０者程度と参加の多い
業種でしたが、今年度から応札業者が減り、現在は
応札業者が５者のみという案件が続いているため、
一部の業者の高い応札額が影響し、最低制限価格
未満の業者が続出する結果となっています。そのた
め、下水道管渠設計業務の入札においては、暫定
的に最低制限価格の設定をしないという対応をとっ
ています。

総合評価落札方式の理念として、従来の仕組みに
技術面など別の要素を加味して入札するというのが
ありますが、今回の案件では価格面が機能しておら
ず、入札制度として機能していません。入札金額に
かかわらず技術点だけで落札業者が決まるというこ
とでは、本来の趣旨から考えるとずれていますの
で、改革が必要であると考えます。今後どのようにし
て総合評価を進めていくのか方向性を示していただ
きたい。意見交換をしたいと思います。

５　次回開催日について 次回の開催は、定例会議として平成２５年１月２９日
に開催することに決定しました。


